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７つの生活習慣の活動 

適塩ｽｰﾌﾟの普及 運動実践の普及 口腔ケアの普及 小学生へ防煙教育 健康管理の普及

「しおかる 「ｳｫｰｷﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ 「講演会」 「歯科健診」 「禁煙ｷｬﾗﾊﾞﾝ 「各種健(検)診」

　くるめｽｰﾌﾟ」 　　　の活用」 　　わくわく」 「QUPｉＯ」

わ　く　わ　く　元　気　plus+ の 周 知・普 及

推進員活動
による

健康普及活動

こころの
　　健康づくり

健康づくり推進部会で各分野の学習会開催



「健康づくり推進員ハンドブック」より 
Ⅰ 健康づくり推進員とは 

 

 １．健康づくり推進員とは 

「わくわく健康プラン東くるめ」の推進にあた

る人で、関係団体などからの推薦や応募を経て、

市長の委嘱を受けた市民です。 

 

 ２．健康づくり推進員の役割 

健康づくりの情報発信・普及の実施など、行政

と協働して計画推進を行っていきます。具体的な

活動としては以下のようなものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学習会等に参加して得た知識を活かし、自身 

の健康づくりに取組む 

 

やってみる 

伝える 

・会議に出席する 

・学習会等に参加し、健康づくりの知識を深める 

・健康づくりの知識や生活習慣を周囲の人々に 

伝える 

・計画に基づいた健康づくりの取組を、地域で 

実施し普及させる 
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Ⅰ 健康づくり推進員とは 

 １．健康づくり推進員とは 

 ２．健康づくり推進員の役割 

 ３．健康づくり推進員の位置づけ 

 ４．活動の流れ 

 

 

Ⅱ 計画の推進のために 

 １．健康増進計画への共通理解を 

 ２．健康づくりの知識を深め、実践を 

 ３．知識や経験を周囲の人々にも 



健康づくり推進員の状況 

                
令和元年６月末現在                       

 東部地区 中部地区 西部地区 合計  

自治会 ５ ２ ４ １１  

関係機関 １ ０ ５ ６  

応募市民 ４ ８ １４ ２６  

合計 １０ １０ ２３ ４３  

 



計画の推進体制 


